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年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－４ 調達方式の適正化 

 

２．主要な経年データ 

指標等 達成目標 

（参考） 

前中期目標期間

最終年度値 

令和５年度 

（2023 年度） 

６年度 

（2024 年度） 

７年度 

（2025 年度） 

８年度 

（2026 年度） 

９年度 

（2027 年度） 
（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 

一般競争 

等入札 

件数 － 14 件 67％ 15 件 83% 14 件 78%        

金額（百万円） － 1,650 95％ 538 86% 1,038 97%        

随意契約 
件数 － 7 件 33％ 3 件 17% 4 件 22%        

金額（百万円） － 83 5％ 87 14% 30 3%        

合計 
件数 － 21 件 100％ 18 件 100% 18 件 100%        

金額（百万円） － 1,733 100％ 624 100% 1,068 100%        

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

４ 調達方式の適正化 

公正かつ透明な調達

手続による適切で迅速

かつ効果的な調達を実

現する観点から、「独立

行政法人における調達

等合理化の取組の推進

について」（平成 27 年

５月 25 日総務大臣決

定）に基づき策定する

「調達等合理化計画」

について着実に実施す

る。 

４ 調達方式の適正化 

「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取

組の推進について」（平

成 27 年５月 25 日総務

大臣決定）及び国におけ

る取組（「公共調達の適

正化について」（平成 18 

年８月25 日付け財計第

2017 号財務大臣通知））

等に基づき、公正かつ透

明な調達手続による適

切で迅速かつ効果的な

調達を実現する観点か

ら、毎年度「調達等合理

化計画」を策定し、同計

画に基づく取組を着実

に実施する。 

また、外部有識者を含

む契約監視委員会等の

活用など、調達に係る推

進体制の整備・見直しを

行う。 

４ 調達方式の適正化 

「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取

組の推進について」（平

成 27 年５月 25 日総務

大臣決定）及び国におけ

る取組（「公共調達の適

正化について」（平成 18 

年８月25 日付け財計第

2017 号財務大臣通知））

等に基づき、公正かつ透

明な調達手続による適

切で迅速かつ効果的な

調達を実現する観点か

ら、「調達等合理化計画」

を策定し、同計画に基づ

く取組を着実に実施す

る。 

 

（１）調達等合理化計画 

ア 信用基金が策定

する調達等合理化

計画に基づき、一般

競争入札等（競争入

札及び企画競争・公

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

調達に係る契約に

ついて、政府の方針

等を踏まえ、適切で

迅速かつ効果的な調

達に向けた取組は行

われているか 

 

＜主要な業務実績＞ 

（１）調達等合理化計画 

ア 令和６年５月に策定した令和６年

度調達等合理化計画に基づき、一般

競争等入札（一般競争入札及び企画

競争）の競争性のある契約の締結を

徹底するため、総務課において、個別

の契約案件について、契約担当部署

より事前にヒアリングを行うととも

に、契約案件による特性に配慮しな

がら、以下の取組みを実施すること

により、公正かつ透明な調達を着実

に実施した。 

①応募予定者が、業務内容を把握

し、企画提案書・技術提案書の作成

業務等に必要な準備期間を十分に

確保することができるよう、信用

基金ウェブサイトに、令和６年度

に発注予定の入札について、事前

に公表するとともに、令和６年度

に締結した契約に係る情報も公表

した。 

②応募予定者が、入札等の手続き

や企画提案書等の作成に必要な準

備期間を確保できるよう、契約事

＜自己評価＞ 

評定：Ａ 

以下について実施した。 

・ 調達等合理化計画に基づ

く、一般競争等入札の実施 

・ 公告時期の前倒し及び発

注予定の事前公表による入

札準備期間の十分な確保 

・ 調達までの準備期間及び

公告期間の十分な確保 

・ 応募条件及び仕様書内容

の確認 

・ 声がけ等による積極的な

競争参加者の掘り起こし 

・ 評価項目の具体化 

・ 提出資料の削減 

・ 調達等合理化計画を踏ま

えた取組状況のウェブサイト

公表及びフォローアップ 

・ 契約監視委員会（令和６年

５月２日開催）における調達

等合理化計画の策定及び

個々の契約案件の点検の審

議 

・ 契約審査委員会等におい

評価  
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募）を着実に実施す

る。 

イ 調達等合理化計

画を踏まえた取組

状況をウェブサイ

トに公表し、フォロ

ーアップを実施す

る。 

 

（２）調達に係る推進体制

の整備 

ア 契約監視委員会

において、調達等合

理化計画の策定及

び自己評価の際の

点検を行うととも

に、個々の契約案件

の事後点検を行う。

また、信用基金の調

達に係る推進体制

が適正であるかの

検証を行い、必要に

応じて、推進体制の

整備・見直しを行

う。 

イ 契約審査委員会

等の活用により、随

意契約とする理由

が妥当か、一般競争

入札等が真に競争

性・透明性が確保さ

れているか等を確

認するなど、契約の

適正な実施を図る。 

ウ 随意契約ができ

る理由を会計規程

等において明確化

し、公正性・透明性

を確保しつつ、合理

的な調達を実施す

る。 

 

務取扱細則に定める公告期間(14

日以上)の確保に努めた。 

③過去の実績のない者も応札でき

るように応募条件や仕様書の内容

をチェックした。 

④一般競争入札等全件について、

信用基金ウェブサイトへの公告掲

載を行う他、過去に入札参加した

実績のある事業者への声がけを行

った。 

⑤従来は、ワーク・ライフ・バラン

スを推進する企業を評価する際、

関連する認証を 1 つでも取得して

いれば一律の得点としていたが、

これを改め、女性活躍推進法、次世

代育成支援対策推進法、若者雇用

促進法に基づく認定状況に応じて

点数を細分化し、評価基準をより

具体的かつ公平にし、入札者にと

って分かりやすい仕組みを整え

た。 

⑥入札者が提出する書類の内容や

要件を精査し、提出負担の軽減を

図るため、原本と保管用など過度

に求めていた書類削減を実施し

た。 

⑦増加傾向にある情報システム関

係の仕様書等について、ＰＪＭＯ

支援業者の知見を活用して、以下

の取組を新たに実施した。 

ⅰ 見積取得時の声掛けリストを

作成する際に、既存の業者に加

え、類似する案件を受託した事

業者を追加した。 

ⅱ 従来、重要な案件においては

情報提供依頼時に見積取得を１

回行っていたが、入札・発注の前

に調達仕様書に基づき複数業者

から意見や提案を募った際（意

見招請）にも見積取得をするこ

とで、業者との間でより密なコ

ミュニケーションを実施した。 

ⅲ 見積取得時に案件説明や事業

者との個別コミュニケーション

を行うことで要件・仕様が不明

確なことにより入札を辞退する

て、随意契約とする理由の

妥当性及び一般競争等入札

が真に競争性・透明性が確

保されているか等の確認 

・ 上記に加え、令和６年度に

おいて、１者応札・１者応募の

抑制に向けて、増加傾向にあ

る情報システム関係の仕様書

等について、PJMO 支援業

者の知見を活用して以下の

新たな取組みを実施した。 

ⅰ 見積取得時の声掛けリ

ストに類似する案件を受

託した事業者の追加。 

ⅱ 重要な案件では、見積

取得の回数を増やすこと

で、業者との間でより密

なコミュニケーションの

実施。 

ⅲ 事業者との個別コミュ

ニケーションの実施によ

り、要件・仕様の理解を

促し、入札を辞退するリ

スクの軽減化。 

 

以上の取組みを行った結

果、１者応札・１者応募となっ

た入札は、令和３年度より４

年連続で０件となったことか

らＡとする。 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

 



 

- 3 - 

 

リスクを軽減させた。 

上記の取組みを行った結果、令和

６年度の一般競争等入札は 14 件、10

億 38 百万円で、契約全体に対する

割合は、件数で 78％・金額で 97％で

あった。なお、１者応札・１者応募と

なった入札はなかった 

また、随意契約は４件・30 百万円

で、契約全体に対する割合は、件数で 

22％・金額で３％であった。 

 

イ １者応札・１者応募の改善のフォ

ローアップとして、各調達案件につ

いて、改善項目ごとに取組状況の確

認を行った。 

 

（２）調達に係る推進体制の整備 

ア 令和６年度調達等合理化計画

（案）、令和５年度調達等合理化計画

の自己評価（案）及び個々の契約案件

の事後点検については、契約監視委

員会（令和６年５月２日開催）で審議

を受け承認された。 

また、総括理事（総務担当）を委員

長とする契約審査委員会により調達

等合理化に取り組むこととしてお

り、契約監視委員会（令和６年５月２

日開催）において、契約審査委員会の

取組状況等について審議を受け承認

された。 

 

イ 契約審査委員会の審査対象となる

全ての随意契約案件について、随意

契約とする理由が妥当か（「契約事務

取扱細則第 34 条第１項なお書きの

随意契約によることができる具体的

な事例」（平成 30 年１月 31 日制

定）に該当しているか）等の審査を受

け承認された。 

 

ウ １者応札・１者応募の防止のため

の取組を強化する観点から、令和６

年度に実施した一般競争入札を振り

返り、各契約担当部署において検討

した１者応札・１者応募の改善策の

点検結果や、総務課が検討した各部
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署で共通に活用できる対応方法を取

りまとめるとともに、職員に対し、そ

の周知を行った。 

 

 




